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入善町教育センターの沿革
１ 名 称 入善町教育センター

２ 所在地 〒939-0626

富山県下新川郡入善町入膳５２３２番地５

入善まちなか交流施設うるおい館３階

TEL 0765-72-0009 FAX 74-2792

Ｅメール nyuzen-ec@tym.ed.jp

ホームページ http://www.nyuzen-c.tym.ed.jp

３ 沿 革

昭和３７年４月 １日 入善町理科教育センター創立 入善町立黒東中学校に併置

専任所員１名（昭和３７年 入善町教育委員会規則第５号）

昭和３９年４月 １日 入善中学校に移転

昭和４３年４月 １日 入善町教育センターと改称（昭和４３年 入善町条例第１０号）

入善町入膳３６１６の１番地に移転

専任所員１名増員 事務職員１名配置

昭和４５年４月 １日 生活指導主事１名配置（入善・朝日担当）

昭和４７年４月 １日 専任所員１名減員

昭和４８年８月 １日 入善町中央公民館内に仮移転

昭和４９年５月２２日 旧入善警察署庁舎を改装し移転

昭和５４年４月 １日 教育専門員を配置

昭和５９年４月 １日 教育専門員配置の中止 町単による研究員の配置

昭和６１年５月 ６日 武村福祉会館へ移転

昭和６３年４月 １日 教育専門員を配置

平成 ２年４月 １日 教育専門員の中止

専任研究主事（生活指導員兼務）

平成 ３年４月 １日 生活指導員の中止 専任研究主事１名配置

平成 ６年４月 １日 専任研究主事（生活指導員兼務）

平成 ７年２月１５日 入善町上野合同庁舎内に移転

平成１２年８月３１日 入善町武村福祉会館内に移転

平成１４年４月 １日 生活指導員の中止

平成１６年４月 １日 入善町適応指導教室教育指導員配置

平成２０年４月 １日 入善まちなか交流施設うるおい館３階へ移転

平成２１年４月 １日 入善町青少年育成町民会議事務局 教育センターに移管

４ 条例・規則（資料１・２）

入善町教育センター条例（昭和４３年３月２３日公布 同４月１日施行）

入善町教育センター規則（昭和４３年４月１日適用）
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（資料１）

入善町教育センタ－条例

昭和４３年３月２３日

入善町条例第１０号

（ 設 置 ）

第１条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律 第１６２号）第３０条

の規定に基づき、教育の振興を図るため、入善町教育センタ－（以下「教育センタ－」

という）を設置する。

（ 位 置 ）

第２条 教育センタ－は、入善町入膳５２３２番地５に置く。

（ 所掌事務 ）

第３条 教育センタ－は、次の事務を行う。

（１） 教育内容・方法・施設・環境等の基礎的な調査研究に関すること。

（２） 教職員の研修に関すること。

（３） 教育の調査研究に必要な図書及び資料の収集並びに活用に関すること。

（４） 各種教育にかかわる教材及び資料の作成並びに配布に関すること。

（５） 各種教育にかかわる施設及び設備の提供に関すること。

（６） 教育相談に関すること。

（７） その他教育の調査研究に関すること。

（ 職 員 ）

第４条 教育センタ－に、管理上必要な職員を置く。

（運営委員会）

第５条 教育センタ－に、教育センタ－運営委員会を置く。

（ 細 則 ）

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、入善町教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年9月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年3月8日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成12年6月16日条例第42号)

この条例は、平成12年8月5日から施行する。

附 則(平成17年3月25日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月14日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

http://www1.g-reiki.net/nyuzen/reiki_honbun/i017RG00000078.html#l000000000#l000000000
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（資料２）

入善町教育センタ－規則

昭 和 ４ ３ 年 ５ 月 １ ０ 日

入善町教育委員会規則第１号

（ 目的 ）

第１条 この規則は、入善町教育センタ－条例（昭和４３年度入善町条例第１０号）の規定に

基づき、入善町教育センタ－の組織に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（ 所長 ）

第２条 入善町教育センタ－（以下「教育センタ－」という）に所長を置く。

2 所長は、教育センタ－の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

（ 所長代理 ）

第３条 教育センタ－に、所長代理を置く。

2 所長代理は、所長を補佐し、所長に事故ある時はその職務を代行する。

（ 職員 ）

第４条 教育センタ－に、主事、その他必要な職員を置く。

（運営委員会）

第５条 教育センタ－運営委員会（以下「運営委員会」という）は、教育センタ－の運営に関

し、所長の諮問に応ずると共に、教育センタ－の行う業務につき、所長に対して意見を

述べる機関とする。

（ 委員 ）

第６条 運営委員会の委員（以下「委員」という）の定数は、１８名以下とし、次の各号に掲

げる者のうちから、入善町教育委員会が委嘱する。

(1) 町立学校を代表する者

(2) 学識経験を有する者

2 委員の任期は、１年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、任期中において委員が第６条第１号に掲げる職を離れたと

きは、その職を失う。

（ 会議 ）

第７条 運営委員会の会議（以下「会議」という）は、所長が必要に応じて招集する。

2 運営委員は、委員のうちから議長を選挙する。

3 議長は、会議を主宰する。

4 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

5 会議の議決は、出席委員の過半数で決する。

（ 雑則 ）

第８条 この規則に定めるものを除くほか、教育センタ－の組織及び運営に関し必要な事項は、

別に定める。

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和４３年４月１日から適用する。

2 入善町理科教育センター設置規則(昭和３７年入善町教育委員会規則第５号)は、廃止す

る。
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５ 入善町教育センタ－職員

所 長（兼） 小 川 晋

所 長 代 理 西 尾 光 生

教育専門指導員 上 野 郁 行

教育専門指導員 上 島 芳 子

教 育 指 導 員 戸 倉 芳 子

教 育 指 導 員 田 中 亜 紀

助 手 窪 野 美 雪

※ 魚津地区教育センター協議会

理 事 長 細 野 祐 輔

※ 富山県東部教育事務所 入善町担当 主任指導主事 米 田 歩

主任指導主事 河 内 崇

指 導 主 事 古 田 香 織

指 導 主 事 上 野 健 一

入善町教育センタ－運営委員

学 校 名 委 員 名

黒 東 小 学 校 吉 本 裕佳里

飯 野 小 学 校 高 橋 郁 美

上 青 小 学 校 鍋 谷 靖 子 （教頭会代表）

入 善 小 学 校 内 山 真 之 （小学校校長会代表）

ひばり野小学校 川 上 沙 織

桃 李 小 学 校 中 嶋 裕 也

入 善 中 学 校 竹 内 康 彦 （中学校校長会代表）

入善西中学校 川 端 和香子
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６ 運営機構

・富山県教育センター ・富山県教育委員会

協議会 入善町教育センター ・富山県東部教育事務所

視 ・入善町教育委員会

・富山県総合教育センター 聴 所長代理 セ セ

覚 ン ン

ラ 所長 教育専門 タ タ ・入善町立小中学校

イ 指導員 ｜ │ ・入善町小中学校長会

ブ 教育指導員 運 事 ・入善町小中学校教頭会

ラ 営 業 ・入善町小中学校教務主任会

リ 助手 委 研 ・入善町小中学校生徒指導

│ 員 修 主事会

・魚津地区 会 協 ・入善町小・中学校、高等

教育ｾﾝﾀｰ協議会 ・ ・ ・ ・ ・ 力 学校生徒指導協議会

庶 資 相 研 企 員

務 料 談 修 画

運 ・小学校教育研究会

営 ・中学校教育研究会

７ 運営業務分担
運営方針に基づき、企画・研修・支援活動の調和を図るため、５部門に分けてそれぞれの業務

を分担する。

事項 分 担 業 務 担 当 者（・主務者）

所長 所務の統括、所属職員の指揮監督に関すること 小 川

所長代理 教育センタ－業務の総括に関すること 西 尾

小中学校長会との連絡調整に関すること

企 １ 公印、公簿保管に関すること

画 ２ 予算の編成と執行に関すること ○西 尾

運 ３ 事業の計画、運営に関すること 上 野

営 ４ 渉外に関すること 上 島

・ ５ 会議に関すること 窪 野

管 ６ その他、管理・運営に関すること

理

研 １ 教科、領域などに関する研修支援に関すること ○西 尾

２ 教育相談、調査、検査など生徒指導に関すること 上 野

修 ３ 教育調査、研究に関すること 上 島

４ 教育機器の利用及び資料作成に関すること

相 １ 幼児・児童・生徒、教師、保護者等の教育相談活動 ○上野 ○上島

談 ２ 適応指導教室に関すること 田中、戸倉
西尾
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資 １ 教育図書、資料、教材、教具等の斡旋及び整備に関すること ○西尾、上野

料 ２ その他、教育情報、資料の提供に関すること 上島、戸倉
田中、窪野

１ 文書の収受、発送に関すること ○西尾

庶 ２ 会計事務に関すること ○窪野

３ 資料に関する補助的業務に関すること 上野、上島

務 ４ 所内の整備に関すること 戸倉、田中

５ その他、庶務に関すること

８ 令和５年度運営方針と重点事業

(1) 運営方針

入善町教育委員会重点施策を基調として、各小中学校及び関係機関との連携を密にしながら、

入善町学校教育の充実に努める。

(2) 重点事業

教育センター条例による所掌事務及び運営方針に基づき、次の事項に重点を置く。

① 児童生徒の自立性を高める教育活動

ア 学習指導の充実

・学習指導の改善に関する指導助言

・小学校社会科、理科、図画工作科等の現地学習の実施

・全国学力・学習状況調査結果の分析と活用についての提言

・学力向上についての推進

イ 生徒指導の充実

・教育相談活動の推進

・地域ぐるみの生徒指導の充実

・学級担任によるカウンセリングの充実

・特別な配慮を必要とする児童生徒への指導や支援の充実

・関係諸機関との連携強化

・適応指導による支援

ウ 教師の研修

・現地学習の実施に向けた指導者研修

・情報セキュリティ、情報モラル、情報関連機器、プログラミング教材等、学習利用のた

めの研修

・カウンセリング研修

・いじめ・不登校・特別支援等の生徒指導に関する研修

・理科実験・観察訪問研修

・県総合教育センター、魚津地区教育センター協議会と連携した研修

・児童生徒の学力向上に関する研修

・小中学校研究主務者会議を中心とした授業力向上研修（優れた実践の共有等）

・採用初年度～３年次の若手教員を対象とした研修

・県総合教育センターの不登校生徒支援協議会、研修会等


